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論文内容の要旨

本論文は，医師の民事責任について，医師の権利・義務と患者の権利の両面から，検討を試みるものであるO すな

わち，医師の患者に対する診療行為が患者の最善の利益を図るための行為であることを前提に，医師の診療義務と患

者の承諾という医師の民事責任全般に関わるテーマを，単に医師の義務・患者の権利というように個々別々に捉える

のではなく，複合的な視座から考究するものである。もっとも，本論文では，このテーマが包蔵するすべての問題を

取り上げてはおらず，医師の義務の基準(規範)としての医療水準(第一部)，患者が未成年者である場合の医療行

為に対する承諾(第二部)，そして，精神障害のために入院をしている患者の身上の保護(第三部)に，問題を絞っ

て取り上げ、，医師と患者の両者を見据えた上での医師と患者の権利・義務という，より大きな問題を解明する端緒と

なることを企図するものである。

第一部では，医療水準についての画期的な判決と目される最高裁平成七年六月九日判決を中心として「医療水準論」

を分析した結果，医師側のみの事情に基づ、いて医療水準を相対化するという従来のいわゆる「医療水準論」ではなく，

患者の視点(信頼)をも考慮して，相対化された医療水準を決定するべきと主張する。そして，その上で，当該医療

水準を医師の「規範」として注意義務のレベルを決定するべきであるとするものである。

第二部では，未成年者の意思および福祉のいずれをも保護すべきとするフランスの判例や学説に示唆を得て，未成

年者の医療行為に対する親権者等の承諾は，未成年者の承諾の代理行使としての，いわゆる「代諾」ではなく，あく

まで，患者を保護するための，親権者等の独自の権利(監護権)行使であると主張する O したがって，患者の年齢や

医療行為の態様に応じて，未成年者本人のみの，未成年者と監護権者の両方の，そして，監護権者のみの承諾を得な

ければならないと主張する。

第三部では，患者の人権を考究する契機とするべく，一九九O年に制定されたフランス法を中心に， フランスの精

神障害者の人権保護の状況を紹介して，一九八九年に施行された我が国の「精神保健法」と対比考察する。

論文審査の結果の要旨

本論文は，医療行為における医師・患者関係に焦点を当て，とりわけ，患者側の視点を入れた医療行為規範の獲得
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という観点から，医療水準論およびインフォームド・コンセント(説明と同意)をめぐる近時の民事裁判実務の変動

を踏まえ， またフランス法との比較の視点をも取り入れながら，我が国の診療契約論と医師の民事責任論に新たなス

キーマの導入を提案するという目的に出たものである。

本論文において，論文提出者は，第一に，診療契約のスキーマ構造に接近している。そこでは，論文提出者は，未

成年子に対する医療行為をモデルとして取り上げ，医師が誰の承諾を求めるべきかという問題を扱っているo そして，

従来の議論が，未成年子の承諾能力の獲得年齢を一律に決定したうえで，それ以下の年齢の未成年子に対する医療行

為については「親権者による未成年子の承諾意思表示の代理(代行・代諾)J を認め，それより上の年齢の未成年子

に対する医療行為については親権者の代諾を一切排除する傾向にあるのに対して，論文提出者は，未成年子の生存に

かかる利益・福祉に注目した親権者の監護権の観点から問題を促えるべきこと(代諾構成の否定) , およそ承諾能力

なるものは一律に定まるものでないし，医療行為の性質にも左右されるものであること等を指摘して，年長の未成年

子に対する医療行為についても親権者の共同決定の可能性を認め，かっ，診療行為の態様と内容に即して共同決定と

単独決定の類別を図る O 第二に，論文提出者は，患者側の視点を入れる方向で，医師の民事責任・注意義務に関する

スキーマ構造にも接近している。そこでは，論文提出者は，近時の最高裁判例が医療水準という概念を維持しつつも，

医療水準の相対比の過程で患者側の期待ないし信頼の要素を取り込んで判断しようとしている点に注目して， ともす

れば技術水準として捉えられがちな医療水準に批判の目を向け， これを医師・患者間の具体的協力関係ならびに患者

の自己決定権確保の観点から再構成すべきことを提言する。そして，それこそが，民事過失の一般理論とも整合性を

有するものである点を指摘する o

本論文で示された以上の 2 点は，いずれも，すでに契約法の教科書・体系書で好意的にとりあげられ，また，医事

法学会におけるシンポジウムでの報告において議論を喚起するなど，一定の評価を受けているものでもあり， この分

野における独創性ある論文として価値があり，課程博士の学位に十分に値するものと認められる。
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